
 

 

政統発 0218第１号 

令和３年２月18日 

 

各都道府県知事 殿 

 

 

厚生労働省政策統括官 

（統計・情報政策担当） 

（公 印 省 略） 

 

 

2021（令和３）年国民生活基礎調査の実施について（通知） 

 

 

統計法（平成 19 年法律第 53号）に基づく基幹統計である国民生活基礎統計を

作成するための国民生活基礎調査の実施につきましては、かねてから御高配をい

ただき、厚く御礼申し上げます。 

さて、2021（令和３）年の国民生活基礎調査（以下「令和３年調査」という。）

の実施に当たり、「国民生活基礎調査規則の一部を改正する省令」(令和３年２

月 18 日厚生労働省令第 36 号)及び「令和３年における国民生活基礎調査の調査

の期日、調査票及び調査票等の提出期限を定める件」(令和３年２月 18 日厚生

労働省告示第 48 号)が、別添１・２のとおり公布、施行されました。 

令和３年調査の実施については、新型コロナウイルス感染症に係る対策（コ

ールセンターにおける照会対応、非接触型の調査方法の導入、郵送回収の実施、

調査票の提出期限の延長等）を講じた上で下記のとおり実施しますので、よろ

しくお取り計らい願います。 

本調査の実施に当たり、指定都市市長、中核市市長、地方自治法第 252 条の

22 第１項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令（令和２年政令第

307 号）により中核市に指定される市の市長、保健所を設置する市区（指定都市

及び中核市を除く。）の市区長及び福祉事務所を設置する市区町村（指定都市

及び中核市を除く。）の市区町村長に対する連絡につきましては、貴職からよ

ろしくお取り計らい願います。 



 

あわせて、本調査の広報につきまして、貴都道府県の広報誌等の活用のほか、

都道府県内の市区町村等の広報誌等の活用についても何分の御配意をお願いし

ます。 

 



 
記 

 

１ 調査の目的 

本調査は、保健、医療、福祉、年金、所得等国民生活の基礎的事項を調査し、厚

生労働省の所掌事務に関する政策の企画及び立案に必要な基礎資料を得るととも

に、各種調査の調査客体を抽出するための親標本を設定することを目的とする。 

 

２ 調査の対象 

全国の世帯及び世帯員を対象とする。 

 

３ 調査の期日 

（１）世帯票は、令和３年６月３日（木）を調査日とする。 

（２）所得票は、令和３年７月８日（木）を調査日とする。 

 

４ 調査の事項 

次の調査票に掲げる事項とする。 

（１）世帯票（別紙１） 

（２）所得票（別紙２） 

 

５ 厚生労働統計親標本設定 

厚生労働統計親標本設定（以下「準備調査」という。）は、平成 27 年国勢調査

区から層化無作為抽出した 1,106 地区を対象に、令和３年４月 16 日（金）以降に

調査員が次の名簿等を作成することにより行う。 

（１）地区要図（別紙３）は、調査地区の境界を確認の上、現状に合わせて作成す

る。 

（２）地区別世帯名簿（別紙４）は、地区ごとに作成する。 

（３）単位区は、調査地区をその世帯数に応じて地理的に分割して設定し、単位区

設定票（別紙５）を作成する。 

なお、単位区設定状況報告書（別紙６）は保健所が作成する。 

（４）単位区別世帯名簿（別紙７）は、単位区ごとに作成する。 

 

６ 調査の客体 

（１）世帯票は、準備調査の対象とした 1,106 地区内のすべての世帯及び世帯員を

調査の客体とする。 

（２）所得票は、（１）の 1,106 地区に設定された単位区から層化無作為抽出した

500 単位区内のすべての世帯及び世帯員を調査の客体とする。 

（３）世帯票における調査地区及び所得票における調査単位区は、別途通知する。 
 

 

 

 



 
７ 調査の機関 

（１）準備調査及び世帯票に係る調査について、都道府県知事、保健所を設置する

市区の市区長及び保健所長は、その管轄区域内の調査に関する事務を行う。 

（２）所得票に係る調査について、都道府県知事、福祉事務所を設置する市区町村

の市区町村長及び福祉事務所の長は、その管轄区域内の調査に関する事務を行

う。 

 

８ 調査票の作成 

調査員は、被調査世帯に世帯票及び所得票を配布する。後日、調査員は、被調査

者が記入した調査票を回収※する。 
※ 調査員が再三訪問しても不在等で一度も面接できない世帯に限り、郵送にて

調査票を回収する。郵送回収の提出先は厚生労働省とする。 

令和３年調査においては、新型コロナウイルス感染症の状況における特例と

して、訪問回数の目安は３回とする。 

また、面接できたものの、調査員が回収するのが困難な場合（新型コロナウ

イルス感染症の感染防止のため調査員との接触を減らす等）についても郵送に

て調査票を回収することを可とする。 

 

９ 調査票等の提出期限 

厚生労働省への提出期限は、次のとおりとする。 

（２）及び（３）は、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、期限を例年よ

りも延長するものである。 

（１）単位区設定状況報告書 

令和３年５月 12 日（水） 

（２）世帯票、地区要図及び単位区別世帯名簿 

令和３年８月 16 日（月） 

（３）所得票、地区要図及び単位区別世帯名簿 

令和３年 10 月 15 日（金） 

 

10 調査の経費 

国民生活基礎調査に要する経費は、国民生活基礎調査等委託費として別途交付す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
11 その他 

地区要図（単位区要図）及び単位区別世帯名簿は、保健統計主管部（局）におい

て保管することとし、国民生活基礎調査地区を親標本として実施が予定されている

次の標本調査に用いることとする。 

調査名 調査時期 所管 

出生動向基本調査 ６月 国立社会保障・人口問題研究所 

所得再分配調査 ７月 
政策統括官付政策立案・評価担

当参事官室 

注：「所得再分配調査」は、所得票と同日の７月８日(木）に実施予定。 


